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「重点医師偏在対策支援区域における
診療所の承継・開業支援事業」について
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「重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業」について

令和6年12月に国が公表した「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」におい
て、令和7年度から先行的に実施するとされている「重点医師偏在対策支援区域における診
療所の承継・開業支援事業」について、都道府県の地域医療対策協議会及び保険者協議会で
支援対象として合意を得た診療所の開設者を補助対象とするとされている。
支援対象医療機関の選定及び支援内容等を記載した「実施計画（先行的な医師偏在是正プ

ラン）」について協議いただきたい。
なお、「実施計画（先行的な医師偏在是正プラン）」は補助金申請書類の一部として国へ

提出する。

概要

■事業実施までの流れ

①重点医師偏在対策支援区域の選定

⇒ 地域医療対策協議会（7/15開催）及び保険者協議会（7/28開催）で協議いただき、
「西部医療圏」を支援区域に選定

②「先行的な医師偏在是正プラン」の策定（支援対象診療所及び支援内容等の決定 ）

⇒ 地域医療対策協議会（今回書面開催）及び保険者協議会（別途書面開催）で協議
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「重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業」について

非公表



「重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業」について

今回、申請希望有り
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